
和歌山市監査委員公表第６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第２項の規定に基づき、行政監査を実施し

たので、同条第９項の規定により、その結果を次のとおり公表する。 

  平成２０年５月２６日 

和歌山市監査委員  伊 藤  通    

  同  上    田 上   武    

  同  上    森 田 昌 伸    

  同  上    中 橋 龍太郎    

第１ 監査の期間 

   平成２０年１月１５日から同月３１日まで 

第２ 監査のテーマ 

   公用車の管理及び利用状況について 

第３ 監査の目的 

   本市において、公務を迅速かつ効率的に遂行するため公用車は欠かせないものであり、公

用車を本庁及び出先機関に配置し、公務の執行に利用している。 

   地方自治法第２条第１４項において「地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、

住民の福祉の増進に努めるとともに、 少の経費で 大の効果を挙げるようにしなければな

らない。」と規定されており、公用車についても、維持管理経費を必要とすることから、効

率的な活用が求められている。 

   そこで、今回の監査は、公用車が効率的に使用されているか、また、職員が安全・安心に

運転できるよう維持管理が適正になされているかに主眼を置き、今後の公用車の適正な管理、

経費節減及び事務処理の改善につなげることを目的として実施した。 

第４ 監査の着眼点 

監査の主な着眼点は、次のとおりとした。 

１ 公用車の管理について 

２ 公用車の利用状況について 

３ 安全運転管理について 

４ 公務使用する私用車について 

第５ 監査の対象 

   今回の監査は、事前調査の結果、各局から回答のあった和歌山市が管理する公用車７１１

台から、消防局、水道局及び市民環境局の環境事業部が管理する公用車並びに使用目的が限

定される公用車を除いた３０６台並びに公務に使用する私用車を監査の対象とした。 

第６ 監査の方法 

   公用車の管理及び利用の実態を把握するため、調査票による事前調査を行い、関係諸帳簿

を調査するとともに、関係職員から説明を求め、現地調査を行うなどの方法で実施した。 

第７ 監査の結果 

   監査の結果、一部において改善又は検討を要する事項が見受けられた。 

   その概要は次のとおりであるので、今後、公用車のより効率的な使用及び適正な管理を望

むものである。 

   なお、監査の際に見受けられた軽微な事項については、その都度指導したので省略する。 



 １ 公用車の管理について 

  監査対象公用車の局別・車種別の管理台数は、次の表のとおりである。 

【監査対象公用車】 （単位：台）
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市 8 0 0 0 0 0 0 0

リース 0 0 0 0 0 0 0 0

計 8 0 0 0 0 0 0 0

市 16 0 2 3 7 3 0 1

リース 46 0 42 3 1 0 0 0

計 62 0 44 6 8 3 0 1

市 7 0 2 1 4 0 0 0

リース 55 0 0 0 0 0 0 0

計 62 0 2 1 4 0 0 0

市 15 1 8 0 3 3 0 0

リース 48 0 18 0 0 0 0 0

計 63 1 26 0 3 3 0 0

市 31 2 14 1 11 0 2 0

リース 6 0 2 0 1 0 0 0

計 37 2 16 1 12 0 2 0

市 44 1 18 4 14 1 6 0

リース 6 0 3 0 3 0 0 0

計 50 1 21 4 17 1 6 0

市 10 0 5 2 3 0 0 0

リース 14 0 3 0 0 0 0 0

計 24 0 8 2 3 0 0 0

市 131 4 49 11 42 7 8 1

リース 175 0 68 3 5 0 0 0

計 306 4 117 14 47 7 8 1 8
（注）　事前調査で回答のあった平成１９年１０月末現在の管理台数である。

保
有
区
分

管 理 し て い る
局 の 名 称

0

総 務 局

財 政 局

市 民 環 境 局

健 康 福 祉 局

ま ち づ く り 局

建 設 局

30

99

100

11

管
理
台
数

軽自動車 小型自動車

0

1

0

30

教 育 委 員 会
事 務 局

0

11

0

合 計

0

0

0

0

0

0

55

55

0

3

4

自

転

車

原

動

機

付

普通自動車

バ
ス

自

転

車

1

8

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

 

 公用車の管理については、各所属で車両の管理業務を行い、主に所属内で使用する車両

（以下「各課管理車」という。）と、財政局財政部調達課が車両の管理業務を行い、全職員

が使用することのできる車両（以下「集中管理車」という。）がある。また、平成１７年度

から総務局総務部人事課による公用自転車８台の集中管理が行われ、主に本庁近隣への市内

出張の際に使用されている。 

 公用車の保有形態については、市が所有する車両（以下「市所有車」という。）と、賃貸

借契約に基づく車両（以下「リース車」という。）がある。リース車については、平成１５

年度から導入しており、自動車１９８台のうちリース車は７６台（３８．４％）で、原動機

付自転車１００台のうちリース車は９９台（９９．０％）である。 

 リース車の導入については、一時的な財政負担増を平準化するとともに、車検整備、任意

保険、オイル交換等のメンテナンスサービスが含まれるため、車両の管理業務の省力化を図

ることができるなどのメリットがあり、車両の更新にあたってはリース車の導入が進められ

ている。 

 市所有車及びリース車の管理については、物品としての管理はもちろんであるが、車両と

して常に安全に使用できる状態に保つ必要がある。自動車等による出張等に関する要綱（平

成１６年制定）では、自動車等を運転する職員の服務についての規定がなされているが、公

用車の管理に関する規定が設けられていないため、今後、規定化することを検討されたい。 

⑴ 公用車に係る維持管理経費について 



     公用車に係る経費別・車種別の維持管理経費は、次の表のとおりである。 

【公用車に係る維持管理経費】 （単位：円、台）

軽自動車 小型自動車 普通自動車
原動機付
自 転 車

自動車
原動機付
自 転 車

市 2,037,053 2,723,735 767,300 710 5,528,088 710

リース 2,327,401 460,044 0 184,429 2,787,445 184,429

計 4,364,454 3,183,779 767,300 185,139 8,315,533 185,139

市 1,699,221 1,185,540 461,754 0 3,346,515 0

リース 0 0 0 5,250 0 5,250

計 1,699,221 1,185,540 461,754 5,250 3,346,515 5,250

市 891,734 2,561,915 1,254,919 0 4,708,568 0

リース 0 0 0 0 0 0

計 891,734 2,561,915 1,254,919 0 4,708,568 0

市 1,012,726 1,370,190 497,881 1,405 2,880,797 1,405

リース 0 0 0 137,655 0 137,655

計 1,012,726 1,370,190 497,881 139,060 2,880,797 139,060

市 0 0 0 0 0 0

リース 12,975,880 1,374,975 0 3,682,800 14,350,855 3,682,800

計 12,975,880 1,374,975 0 3,682,800 14,350,855 3,682,800

市 7,891,000 7,788,600 629,130 0 16,308,730 0

リース 11,060,950 1,471,000 0 0 12,531,950 0

計 18,951,950 9,259,600 629,130 0 28,840,680 0

市 167,200 696,000 497,700 0 1,360,900 0

リース 0 0 0 0 0 0

計 167,200 696,000 497,700 0 1,360,900 0

市 13,698,934 16,325,980 4,108,684 2,115 34,133,598 2,115

リース 26,364,231 3,306,019 0 4,010,134 29,670,250 4,010,134

計 40,063,165 19,631,999 4,108,684 4,012,249 63,803,848 4,012,249

市 53 53 15 1 121 1

リース 68 8 0 99 76 99

市 258,470 308,037 273,912 2,115 282,096 2,115

リース 387,709 413,252 0 40,506 390,398 40,506
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（注）　１　事前調査で回答のあった平成１９年４月１日から１０月末までの経費である。
　　　　２　１台当たりの経費は、小数点第１位で四捨五入したものである。
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【自動車に係る維持管理経費】
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 自動車（バスを除く。）１９７台に係る維持管理経費（自動車燃料費、自動車修繕料、

車検料、自動車保険料、自動車借上料、駐車場使用料、自動車重量税）の総額は６３，８

０３，８４８円で、１台当たりの経費は３２３，８７７円である。 



  市所有車とリース車１台当たりの維持管理経費は、市所有車１台当たり２８２，０９６

円に対し、リース車１台当たり３９０，３９８円である。なお、リース車の維持管理経費

には、市所有車の車両購入経費に相当する経費が自動車借上料として含まれている。 

  また、原動機付自転車１００台に係る維持管理経費の総額は４，０１２，２４９円で、

１台当たりの経費は４０，１２２円である。 

 維持管理経費のうち駐車場使用料は、自動車に係る維持管理経費の４５．２％を占めて

いる。自動車１９７台の駐車場使用料の総額２８，８４０，６８０円の内訳は、和歌山市

営中央駐車場、和歌山市営城北公園地下駐車場、和歌山市営本町公園地下駐車場に保管し

ている１３９台の定期駐車場使用料２８，３２０，０００円及び出先機関における市内出

張の際の一時駐車場使用料５２０，６８０円である。 

 リース車（自動車）に係る自動車借上料は、自動車に係る維持管理経費の２２．５％を

占めている。リース車７６台の自動車借上料の総額は１４，３５０，８５５円で、１台当

たりの経費は１８８，８２７円である。また、リース車（原動機付自転車）９９台の自動

車借上料の総額は３，６８２，８００円で、１台当たりの経費は３７，２００円である。 

 市所有車（バスを除く自動車）１２１台に係る自動車修繕料の総額は３，３４６，５１

５円で、１台当たりの経費は２７，６５７円である。市所有車における車両の取得後の経

過年数及び総走行距離別の自動車修繕料については、取得後１０年以上経過し、かつ、総

走行距離が１０万キロを超えている車両は７台で、１台当たりの自動車修繕料は４６，４

４９円となっている。そのうち２台について、車両の故障による自動車修繕料がかさんで

いるものが見受けられたので、今後、運転者の安全を確保するとともに、経費削減を図る

ため、リース車への切替えも含め、車両の更新を検討されたい。 

 公用車の維持管理経費は、保管場所、走行距離等により異なるが、軽自動車の経費が他

と比べ低くなっている。また、一般的に燃費もよく、燃料費の削減にもつながることから、

今後、公用車の更新については、使用目的及び業務内容等にもよるが、車両の小型化によ

る経費節減を望むものである。 

⑵ 公用車の保管状況について 

  自動車１９８台は、和歌山市営中央駐車場に１２３台、和歌山市営城北公園地下駐車場

に１５台、和歌山市営本町公園地下駐車場に１台、本庁舎地下駐車場に７台、出先機関に

５２台保管している。 

  原動機付自転車１００台は、本庁舎北西側及び北側駐輪場に１２台、出先機関に８８台

保管している。また、自転車８台は、本庁舎北西側駐輪場に保管している。 

  和歌山市営中央駐車場に保管している自動車の保管状況について、抽出により現地調査

を行った結果、各課管理車において積載物があるにもかかわらず施錠されていない車両が

見受けられたので、盗難事故等の防止のため施錠を徹底し、適正な管理に努められたい。 

  また、原動機付自転車及び自転車の保管状況について、抽出により現地調査を行った結

果、本庁舎北側駐輪場に保管している車両については、混雑しており出入りが困難な状況

が見受けられたので、駐輪場を確保されたい。 

⑶ 点検・整備について 

  和歌山市営中央駐車場に保管している自動車の点検整備状況について、抽出により現地

調査を行った結果、市所有車において、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第



４８条第１項に基づく定期点検整備が実施されていない車両が見受けられたので、事故等

の防止のためにも点検を適正に実施されたい。 

  また、本庁北西側の二輪駐輪場に保管している自転車の点検整備状況について、現地調

査を行った結果、整備不良と思料されるものが見受けられた。職員が安全・安心に自転車

を使用できるよう整備し、今後、適正な維持管理に努められたい。 

 ２ 公用車の利用状況について 

  集中管理車、各課管理車及び公用原動機付自転車の稼働率は、以下の表のとおりである。 

【車種別・段階別稼働率】 （単位：台）

１０％未満 １０％以上
３０％未満

３０％以上
５０％未満

５０％以上
７０％未満

７０％以上
９０％未満

９０％以上

貨 物 44 23 21
乗 用 0
貨 物 7 1 3 2 1
乗 用 4 1 2 1
貨 物 0
乗 用 2 2

1 1

58 0 3 3 29 23 0

貨 物 73 7 20 20 17 9
乗 用 4 1 3
貨 物 40 1 7 12 11 5
乗 用 10 2 2 4 2
貨 物 8 3 1 2 1 1
乗 用 5 2 1 1 1

140 4 20 37 39 26 1

100 18 17 35 18 8 4
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（注）　１　稼働率は、平成１９年４月１日から１０月末までの稼働日数を勤務日数で除したのものであ
          る。
　　　　２　勤務日数は、各課等における勤務時間が割り振られた日数から算出した。
　　　　３　稼働日数は、午前・午後で各１回以上使用した場合は各０．５日で算出。１日を通して使用
          した場合は１日で算出した。
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【集中管理車及び各課管理車の稼働率】
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  ⑴ 集中管理車の予約状況及び利用状況について 

  本市では、公用車を効率的に使用し、旅費の削減を図ることを目的として、平成１５年

度から公用車の集中管理を実施しており、集中管理車５８台の平均稼働率は６４.５％で

ある。 



 ５８台のうち５０台は、庁内ＬＡＮを利用し、各所属が必要に応じて車両を予約するシ

ステムとなっている。８台については、緊急時の予備車両として管理されている。 

 集中管理車の予約状況については、予備車両を除く５０台について、予約が可能である

１年先までほぼ全車両（バスを除く。）が予約されていた。また、９月分の予約状況を抽

出し調査した結果、１つの課によって１か月の全日が独占して予約されている車両が見受

けられた。 

 利用状況については、車両の予約された時間に対し実際に使用した時間の比率は２０．

２％と低く、過剰な予約が集中管理車の効率的な使用を妨げている要因のひとつであると

思料される。 

 集中管理車を使用する各所属においては、使用する台数を把握の上、必要な台数及び時

間のみを予約し、また、使用時間が確定した時点で予約変更等の手続きを徹底するなど、

集中管理車の効率的な使用に努められたい。 

 集中管理車を管理する調達課においては、同一の所属が長期にわたり予約し常時使用し

ている車両については、集中管理車とする必要性が乏しいと思料されるので、適正な車両

台数を常時使用する所属へ配置換えすることを検討するとともに、集中管理を行う車両台

数の適正化を図られたい。 

 また、予約及び配車方法の見直しを図り、今後、より効率的に集中管理車を使用できる

体制を検討されたい。 

   ⑵ 各課管理車（自動車）の利用状況について 

     各課管理車１４０台の平均稼働率は５４．６％であるが、各所属間で稼働率に相当のば

らつきがあり、効率的に使用されていない車両が見受けられた。これは、使用していない

車両を公用車が必要である所属で使用できる体制が整っていないためであると思料される。 

     用途及び使用目的が限定されない車両については、部局内で公用車を必要とする所属と

の相互使用を図り、効率的に使用できる体制を検討されたい。 

     公用車を管理する各所属の市内出張命令票及び旅費額計算簿において、各課管理車が使

用できる時間に、集中管理車又は私用車を使用し市内出張しているものが見受けられた。

各課管理車を保有する所属においては、まず、各課管理車を使用し、その上で必要に応じ

集中管理車を使用されたい。また、市内出張については、公用車によることが原則である

ことから、私用車の使用は特に必要な場合にとどめ、各課管理車を使用し旅費の削減に努

められたい。 

 ⑶ 各課管理車（原動機付自転車）の利用状況について 

   公用原動機付自転車については、気象条件、積荷の有無、運転ができない職員等の諸事

情があるものと思料されるが、１００台の平均稼働率は２１．６％と低い状況であり、稼

働率が０％で全く使用されていない公用原動機付自転車１８台が見受けられた。使用しな

い車両については、必要な所属への配置換え又は賃貸借契約の解除を行い、管理台数の適

正化を図られたい。 

   また、公用原動機付自転車を施設内の移動、地域の巡回にのみ使用しているものが見受

けられたので、市内出張の交通手段として使用し旅費の削減に努められたい。 

 ３ 安全運転管理について 

⑴ 安全運転管理者の選任について 



 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第７４条の３第１項において、安全運転管理

者の選任基準、また同条第４項において安全運転管理者の業務を補助させるため副安全運

転管理者の選任基準が規定されている。 

 本庁における選任状況は、所属で管理する自動車の台数に応じ、財政局財政部調達課に

おいて、安全運転管理者１名及び副安全運転管理者２名、また、建設局基盤整備部道路建

設課において、安全運転管理者１名を選任している。 

 また、健康福祉局健康推進部総務企画課においては、和歌山市保健所（地域保健課西保

健センター及び南保健センターを除く。）で管理する自動車の台数に応じ、安全運転管理

者１名を選任している。 

 道路交通法第７４条の３第１項に規定する安全運転管理者の選任基準である「自動車の

使用の本拠」の範囲を検討し、必要な箇所には安全運転管理者を設置し、事故防止に努め

られたい。 

⑵ 安全運転への取組みについて 

  平成１８年度で３３件、１９年度で２１件の事故（監査対象外を含む。）が調達課へ報

告されている。 

  市内出張命令を出す各所属長及び安全運転管理者は、公用車を使用する職員の安全運転

に対する適性を把握するとともに、事故防止のため公用車を使用する職員の安全運転の啓

発に努められたい。 

  また、安全運転管理者は、道路交通法第７４条の３第２項において、安全運転教育その

他自動車の安全な運転に必要な業務を行わなければならないと規定されている。安全運転

管理者を選任している所属においては、交通安全教育等の実施を検討されたい。 

 ４ 公務使用する私用車について 

職員が公務で私用車を使用し交通事故を起こした場合、相手方への補償や自動車の修理代

等は、市が公費で補償することになっている。私用車を公務使用し、万一重大な事故が発生

した場合、市に多額の財政負担が生じるため、公務使用する私用車は、全国市有物件災害共

済会の自動車損害共済へ加入している。 

   各所属の市内出張命令票及び旅費額計算簿において、前述の自動車損害共済へ加入してい

ない私用車による市内出張命令がなされているものが見受けられた。私用車による市内出張

については、自動車損害共済に加入している車両による命令を行うよう徹底されたい。 

むすび 

公務を迅速かつ効率的に遂行するための交通手段として公用車は必要不可欠なものである。 

 しかし、公用車の維持管理には多額の経費を要することから、必要台数を把握し、適正な配置

を行い、効率的な使用によって業務の効率化、経費の節減を推進する必要がある。 

 今回の監査において、改善又は検討を要する事項については、監査の結果の中で述べたところ

である。今後はこのような課題を認識しつつ、 少の経費で 大の効果を挙げられるよう、稼働

率の目標値を設定するなど公用車の効率的な使用を図るとともに、職員が安心・安全に公用車を

使用できるよう、より一層公用車の適正な管理に努められたい。 


